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今期の重要論点を最終チェック

3月決算総特集
Ⅱ
前
期
適
用
し
た
方
法
を
継
続
し
て
適
用
へ

マ
イ
ナ
ス
金
利
下
の
退
職
給
付

債
務
等
の
計
算
の
ポ
イ
ン
ト

有
限
責
任 

あ
ず
さ
監
査
法
人

公
認
会
計
士

荒
井　

謙
二

は
じ
め
に

企
業
会
計
基
準
委
員
会（
以
下
、「
Ａ
Ｓ

Ｂ
Ｊ
」と
い
う
）は
、
２
０
１
７
年
12
月
７

日
に
実
務
対
応
報
告
公
開
草
案
54
号「
実

務
対
応
報
告
第
34
号
の
適
用
時
期
に
関
す

る
当
面
の
取
扱
い（
案
）」（
以
下
、「
本
公
開

草
案
」と
い
う
）を
公
表
し
た
。

本
公
開
草
案
は
、
実
務
対
応
報
告
34
号

「
債
券
の
利
回
り
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
場

合
の
退
職
給
付
債
務
等
の
計
算
に
お
け
る

割
引
率
に
関
す
る
当
面
の
取
扱
い
」（
以

下
、「
実
務
対
応
報
告
34
号
」と
い
う
）の
適

用
時
期
に
関
す
る
当
面
の
取
扱
い
を
示
す

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
⑴
。

本
稿
で
は
実
務
対
応
報
告
34
号
の
内
容

と
、
本
公
開
草
案
に
も
触
れ
つ
つ
、
マ
イ

ナ
ス
金
利
の
退
職
給
付
債
務
等
に
関
す
る

ポ
イ
ン
ト
を
解
説
す
る
。
な
お
、
本
文
中

の
意
見
に
わ
た
る
部
分
は
筆
者
の
私
見
で

あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お

く
。

⑴　

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
の
本
公
開
草
案
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
募

集
は
、２
０
１
８
年
２
月
７
日
に
終
了
し
て
い
る
。

実
務
対
応
報
告
34
号

の
概
要

⑴
　
経
　
緯

日
本
銀
行
が
２
０
１
６
年
１
月
29
日
に

「
マ
イ
ナ
ス
金
利
付
き
量
的
・
質
的
金
融

緩
和
」の
導
入
を
決
定
し
た
。
こ
れ
を
受

け
て
、
同
年
２
月
16
日
か
ら
、
金
融
機
関

が
保
有
す
る
日
本
銀
行
当
座
預
金
の
う
ち

一
定
の
部
分
に
０
・
１
％
の
マ
イ
ナ
ス
金

利
が
適
用
さ
れ
て
お
り
、
残
存
期
間
が
短

期
の
国
公
債（
以
下
、「
国
債
等
」と
い
う
）

の
み
な
ら
ず
、
長
期
の
国
債
等
に
つ
い
て

も
マ
イ
ナ
ス
の
利
回
り
が
見
受
け
ら
れ

た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
、
退

職
給
付
債
務
の
計
算
に
お
け
る
割
引
率
に

関
す
る
議
論
を
行
い
、
そ
の
内
容
を
周
知

す
る
た
め
、
２
０
１
６
年
３
月
に
議
事
概

要
を
公
表
し
た
。
ま
た
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
、

２
０
１
６
年
７
月
に
基
準
諮
問
会
議
か

ら
、
マ
イ
ナ
ス
金
利
に
係
る
種
々
の
会
計

上
の
論
点
に
関
し
、
必
要
に
応
じ
て
適
時

に
対
応
を
図
る
よ
う
依
頼
を
受
け
た
。

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
、
２
０
１
７
年
１
月
に
公

開
草
案
を
公
表
し
て
広
く
意
見
を
求
め
、

そ
の
後
に
公
開
草
案
の
内
容
を
一
部
修
正

し
た
う
え
で
、
同
年
3
月
に
実
務
対
応
報

告
34
号
を
公
表
す
る
に
至
っ
た
。

⑵
　
実
務
対
応
報
告
34
号
の
会
計

処
理（
当
面
の
取
扱
い
）

退
職
給
付
債
務
、
勤
務
費
用
お
よ
び
利

息
費
用（
以
下
、
合
わ
せ
て「
退
職
給
付
債

務
等
」と
い
う
）の
計
算
に
お
い
て
、
割
引

率
の
基
礎
と
す
る
安
全
性
の
高
い
債
券
の

支
払
見
込
期
間
に
お
け
る
利
回
り
が
期
末

に
お
い
て
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
場
合
、
次
の

い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
こ
と
を
、
当
面

の
取
扱
い
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る

（
実
務
対
応
報
告
34
号
２
項
）⑵
。

①
　
利
回
り
の
下
限
と
し
て
ゼ
ロ
を
利
用

す
る
方
法

②
　
マ
イ
ナ
ス
の
利
回
り
を
そ
の
ま
ま
利

用
す
る
方
法

⑶
　
実
務
対
応
報
告
34
号
の
適
用

時
期

前
記
⑵
の
実
務
対
応
報
告
34
号
の
当
面

の
取
扱
い
は
、
２
０
１
７
年
３
月
31
日
に

終
了
す
る
事
業
年
度
か
ら
２
０
１
８
年
３

月
30
日
に
終
了
す
る
事
業
年
度
ま
で
に

限
っ
て
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

（
実
務
対
応
報
告
34
号
３
項
）。

⑷
　
背
　
景

退
職
給
付
債
務
等
の
計
算
に
お
い
て
、

割
引
率
の
基
礎
と
す
る
安
全
性
の
高
い
債

券
の
支
払
見
込
期
間
に
お
け
る
利
回
り
が

期
末
に
お
い
て
マ
イ
ナ
ス
と
な
る
場
合
、

①
利
回
り
の
下
限
と
し
て
ゼ
ロ
を
利
用
す

る
か
、
②
マ
イ
ナ
ス
の
利
回
り
を
そ
の
ま

ま
利
用
す
る
か
の
、
い
ず
れ
が
適
切
か
が

論
点
と
な
る
。
こ
れ
は
、
マ
イ
ナ
ス
金
利

の
経
済
的
な
性
質
が
必
ず
し
も
明
確
で

な
い
な
か
、
図
表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
マ


